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         津波観測の観測点の変更について 
 
 
「津波情報」で津波の観測値を発表する検潮所が、３月１４日より一部変更に

なります。 

 
 気象庁は津波警報や津波注意報を発表した際、「津波情報」で各地の津波到達

予想時刻や満潮時刻に加え、気象庁や関係機関の検潮所で観測した津波の観測値

（津波の高さや時刻）を発表しています。 
 
 ３月１４日より、「津波情報」で津波の観測値を発表する検潮所を下記のとお

り変更します。 
 
                 記 
 
１．新たに津波の観測値を発表する検潮所 
  国土交通省港湾局所属の次の４箇所 
  枝幸港（北海道）、苫小牧西港（北海道）、青森（青森県）、門司（福岡県） 
 
２．検潮所の停止に伴い津波の観測値の発表をしなくなる検潮所 
  海上保安庁所属の次の５箇所 
  紋別（北海道）、室蘭（北海道）、吉岡（北海道）、大湊（青森県）、門司（福 
  岡県） 
   
  上記５箇所の検潮所について、津波到達予想時刻や満潮時刻は従前どおり 
  発表します。 
 
３．変更予定日時 
  ３月１４日１２時 
 
       
       問い合わせ先 地震火山部地震津波監視課 03-3212-8341（内線 4542) 
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